
 
 

1 
 

遠隔教育の主な論点について 

 

なぜ遠隔教育が重要か 

○都市圏でも過疎地でも、同様に質の高い授業を提供することが可能 

○新たな分野（ＩＴ、科学技術、語学など）にも対応することが可能 

○遠隔教育を活用は、教員の負担軽減にもつながる 

 

現行制度 

○2015 年４月～ 高校での遠隔教育解禁 

         ただし、単位上限（７４単位のうち３６単位まで）あり 

 

 

 

 

 
※受信側の教室には原則、教員が必要。ただし、教科の免許の有無は問わない。 

 

○小学校・中学校においては、 

  ・教室には必ず免許（中学では科目の免許）ある教員が必要 

  ・付加的に遠隔で参加することは可 

（双方向に教員・生徒がいる合同授業の遠隔教育は現行制度でも実施可能） 
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論点１ 免許外教科担任制度による問題の解消と廃止に向けた方策 

問題： 免許外教科担任を配置せざるを得ない学校においては、より柔

軟に遠隔教育を活用するようにすべきではないか。 

 

◇当方の主張： 

・実態は、多くの学校で、科目の免許ない教員が教えている（「免許外

教科担任制度」（注））。 

・教育の質の向上等の観点から、遠隔教育を導入すべき。また、「免許

外教科担任」は段階的に縮小し、一定期間後に制度を廃止（必要最

小限の新たな制度としての再設計を含む）すべき。 

・なお、この議論は、教員削減には何らつながらない 

 

（注）「免許外教科担任制度」（科目の免許のない教員に特例的に担任を

許可）は、もともと教育職員免許法の附則で「当分の間」の暫定措置とし

て定められたが、６０年以上たっても維持され、現在も多用（平成２７年度

に中学で 7171 件、高校で 3680 件）。※別紙ご参照。 

 

 

 

○教育職員免許法 

（昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号） 

附則 

２  授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育

学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、

ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校

の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭（以下この項において「主幹教諭等」という。）

の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭

等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許

可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当

該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係

る教科の教授を担任することができる。 
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論点２ 遠隔教育と著作権の扱い 

問題： 高校の遠隔教育は解禁されたものの、合同授業と同様の著作権

の扱いは措置されておらず、音楽授業や資料配布に制約がある。 

  

 リアルの

教室 

「合同授業」 

（※1） 

解禁された 

「遠隔授業」（※２） 

教材として

資料配布 

ＯＫ ＯＫ 

（３５条２項で不特定

多数への送信も可） 

＜送信先が特定少数＞ 

ＯＫ 

＜送信先が不特定/多数＞ 

原則許諾が必要 

音楽の演奏 ＯＫ ＯＫ 

（３５条２項で不特定

多数への送信も可） 

＜送信先が特定少数＞ 

ＯＫ 

＜送信先が不特定/多数＞ 

原則許諾が必要 

（※１）「合同授業」（従来から認められていた） 

     ＝それぞれ教員・生徒のいる２つの教室をオンラインでつなぐ 

（※２）解禁された「遠隔授業」 

     ＝配信側：教員（科目免許有）のみ / 受信側：教員（科目免許無）および生徒 

 

＜特定少数＞ 

配信側から受信側の教員の機器に予め送信し、印刷して配布はＯＫ 

＜不特定・多数＞ 

生徒の機器への送信は不可の可能性大 

（生徒への機器配布は、別途導入が進められつつあるにも関わらず） 

 

◆文科省の主張 

 ・文化審議会において、（大学のオンデマンドの授業などとともに）許諾不要

（ただし補償金を設定）とする方向で検討中。 

 

◇当方の主張 

 ・（オンデマンド授業などと異なって、繰り返し利用されるわけでなく）、「リアルの

教室」「合同授業」と異なる扱いとする理由が全くない。 
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